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第２回定例会議事日程（第４号） 

 

第 １ 議案第３８号 いちき串木野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ２ 議案第３９号 行政手続における押印見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定 

           について 

第 ３ 議案第４０号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

           律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

第 ４ 議案第４１号 いちき串木野市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ５ 議案第４２号 いちき串木野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 議案第４３号 いちき串木野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

           する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ７ 議案第４４号 いちき串木野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

           条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 議案第４５号 いちき串木野市保育所条例を廃止する条例の制定について 

第 ９ 議案第４６号 財産の無償譲渡について 

第１０ 請願第１号  地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める請願について 

第１１ 予算議案第２号 令和３年度いちき串木野市一般会計補正予算（第２号） 

追加日程第１ 意見書案第１号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 

第１２ 予算議案第３号 令和３年度いちき串木野市一般会計補正予算（第３号） 

第１３ 議案第４８号 いちき串木野市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

第１４ 閉会中の継続審査について 

第１５ 閉会中の継続調査について 

第１６ 議員派遣について 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第４号（６月２５日）（金曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  西別府   治 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  平 石 耕 二 君      １３番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １４番  （欠員） 

     ７番  大六野 一 美 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  福 谷 和 也 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  橋之口 健 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   財 政 課 長  出 水 喜三彦 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   市 来 支 所 長  橋 口 昭 彦 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   教 育 総 務 課 長  瀬 川   大 君 

総 務 課 長  山 﨑 達 治 君   消   防   長  平 石   剛 君 

企 画 政 策 課 長  北 山   修 君   まちづくり防災課長  富 永 孝 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和３年６月25日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △報  告 

○議長（下迫田良信君） まず、報告します。 

 去る６月22日までに受理した要望書等は、お手元

に配付した要望書等配付文書表のとおりであります。 

 次に、監査委員から報告のあった令和２年度４月

分及び令和３年度４月分の例月出納検査の結果をお

手元に配付してあります。 

 ここで当局からの発言の申出がありますので、こ

れを許可します。 

○まちづくり防災課長（富永孝志君） ６月15日の

一般質問におきまして、福田清宏議員の２番目の質

問、交流センターについての質問の中で、答弁に誤

りがありましたので、訂正させていただきたいと思

います。 

 指定管理をお願いしている交流センターで、嘱託

員設置補助金により嘱託員を配置している交流セン

ターが８施設と答弁いたしましたが、正しくは７施

設でありました。また、交流センターの数を16施設

と答弁いたしましたが、土川交流センターを含め17

施設でありました。おわびして訂正いたします。 

────────────── 

   △日程第１～日程第11 

         議案第38号～予算議案第２号一

括上程 

○議長（下迫田良信君） それでは、日程第１、議

案第38号から日程第11、予算議案第２号までを一括

して議題とします。 

 初めに、総務厚生委員長の報告を求めます。 

   ［総務厚生委員長福田清宏君登壇］ 

○総務厚生委員長（福田清宏君） おはようござい

ます。 

 私ども総務厚生委員会に付託されました案件は、

単行議案９件、予算議案１件、請願１件、陳情１件

及び継続審査の陳情２件の計14件であります。 

 去る６月16日に委員会を開催し、陳情１件及び継

続審査の陳情２件を除き、審査が終了しましたので、

その審査経過の概要と結果について御報告申し上げ

ます。 

 まず、議案第38号いちき串木野市印鑑条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。 

 本案は、本年７月から開始する個人番号カードを

利用したコンビニエンスストアにおける証明書等の

自動交付の導入に伴い改正しようとするものであり

ます。 

 説明によりますと、これまで市役所窓口で印鑑登

録証明書の交付を受ける際には、登録証の提示が必

要とされていたが、本年７月からは、個人番号カー

ドを使用して、コンビニエンスストアに設置された

多機能端末機に４桁の暗証番号を入力することで印

鑑登録証明書の交付申請及び受領ができるようにな

るとのことであります。また、交付手数料は窓口交

付と同額とのことであります。 

 審査の中で、４桁の暗証番号を忘れた際の照会手

順について質したところ、本人が決めた暗証番号の

ため、市では把握していない。もし忘れて分からな

くなった場合は、市役所の市民生活課または支所市

民課で再設定することができるとの答弁であります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第39号行政手続における押印見直しに

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてで

あります。 

 本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法

律の整備に関する法律の公布を踏まえ、市民の負担

軽減及び利便性の向上を図るため、行政手続におけ

る押印見直しを行うに当たり、関係条例を整備しよ

うとするものであります。 

 説明によりますと、本市の第４次行政改革大綱に

基づき、窓口申請の簡素化などに取り組むため、本

年９月１日より、申請書や届出書などの押印を原則

廃止するとのことであります。 

 また、今後、９月のデジタル庁発足に伴い、電子

印鑑での対応も展開されていくと想定しているとの
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ことであります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第40号行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

てであります。 

 本案は、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナ

ンバー法の一部改正に伴い、関係条例を整備しよう

とするものであります。 

 委員の中から、マイナンバーカードを用いて利用

できるサービス等を広く周知して、さらなる普及率

の向上に努めてほしい旨の意見が述べられたのであ

ります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第41号いちき串木野市税条例等の一部

を改正する条例の制定についてであります。 

 本案は地方税法等の一部を改正する法律が施行さ

れたことに伴い、改正しようとするものであります。 

 改正の主なる内容は、まず、個人住民税において、

30歳から69歳までの国外居住親族の扶養控除を令和

６年度以降は原則として対象外とするほか、住宅ロ

ーン控除では、現在は控除期間を特例的に13年間と

しているが、この特例を受けられるための入居期限

を令和４年12月末までに延長するものであります。 

 次に、軽自動車税において、環境性能割の税率部

分について、新たな燃費基準の下で税率の適用区分

を見直すほか、グリーン化特例について、その対象

を電気自動車等に重点化を行った上で、車の取得期

間を令和５年３月31日までとして、この特例期間を

延長するものであります。 

 さらに、固定資産税において、新規に設備投資を

行う中小企業を支援するため、生産性革命の実現に

向けた固定資産税の特例措置を、新型コロナウイル

ス感染症への対応として、令和５年３月31日まで延

長しようとするものであります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第42号いちき串木野市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等

の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイ

ルス感染症の定義が改正されたことに伴い、改正し

ようとするものであります。 

 説明によりますと、これまでの新型コロナウイル

ス感染症は、指定感染症として指定期限を定めて対

策を講じてきたが、今回、新型インフルエンザ等感

染症に明確に位置づけられたため、期限の定めがな

く、必要な対策を講じることができるとのことであ

ります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第43号いちき串木野市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。 

 本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令が施行された

ことに伴い、特定教育・保育施設等との連携の基準

を見直すため、改正しようとするものであります。 

 説明によりますと、市内対象施設として、家庭的

保育事業のスマイル保育所があるが、従来から生福

保育所を連携施設としているため、今回の改正によ

る影響はないとのことであります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第44号いちき串木野市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。 

 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者等が行

う記録の方法について改正しようとするものであり

ます。 

 説明によりますと、諸記録の作成・保存等につい

て、事業者の業務負担軽減等を図る観点から、原則

として電磁的な対応を認めるとのことであります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと
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決しました。 

 次に、議案第45号いちき串木野市保育所条例を廃

止する条例の制定についてであります。 

 本案は、いちき串木野市立生福保育所について、

民間移管を行うため、条例を廃止しようとするもの

であります。 

 なお、この条例の廃止日は、令和４年４月１日と

のことであります。 

 本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 次に、議案第46号財産の無償譲渡についてであり

ます。 

 本案は、生福保育所の建物をいちき串木野市生福

9842番地50、社会福祉法人生福笑顔会設立準備委員

会設立代表者、川嵜秀弥に無償譲渡することについ

て、地方自治法第96条第１項第６号の規定により議

会の議決を求められたものであります。 

 なお、譲渡の時期は令和４年４月１日とのことで

あります。 

 説明によりますと、建物は無償譲渡するが、保育

所の園舎敷地については、有償貸付けとすることと

し、既に民間譲渡した保育所と同じく、３年間は半

額とする。また、備品については、減価償却後の残

存価格による有償譲渡とするとのことであります。 

 さらに、今回の公募に対して２事業者からの応募

があったことから、提出された書類やプレゼンテー

ションの内容について、地区の代表や税理士など７

名の選考委員による点数評価により決定したとのこ

とであります。 

 審査の中で、この事業者を選定した理由について

質したところ、どちらも保育所の運営指針に沿って

計画されていたが、譲渡後の職員の採用や研修の在

り方、保育の内容、地域との連携など総合的な観点

で安心して任せられる事業者として選定したとの答

弁であります。 

 また、監査の在り方について質したところ、社会

福祉法人の監査については、市が担当することにな

っており、３年に１回、運営や理事会、評議員会が

適切に行われているか等の観点で監査を行う。また、

保育所については、県と市からの監査が入ることと

なり、公的な監査体制はできているとの答弁であり

ます。 

 さらには、委員の中から、今後、理事会や評議員

会においていろんな意見を出し合いながら、地域と

一緒になって進める体制を整えていただきたいとの

意見が述べられたのであります。 

 本案は全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、予算議案第２号令和３年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第２号）中、委員会付託分につ

いてであります。本案は、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１億5,610万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億4,059

万5,000円とするものであります。 

 それでは、まず、歳入の主なるものについて申し

上げます。 

 14款国庫支出金6,279万9,000円のうち、5,985万

6,000円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金2,499万3,000円の計上のほか、３事業

費決定等に伴うものであります。 

 なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の今年度の単独事業の交付限度額として２

億1,731万9,000円が示されているとのことでありま

す。 

 18款繰入金8,800万円は、ふるさと寄附金基金繰

入金の追加であります。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １款議会費の議会タブレット端末導入事業1,254

万1,000円の計上は、会議等のオンライン化や議員

と関係職員のネットワークを介した情報のやり取り

など、感染症流行時においても正常な議会・会議運

営ができるよう、議員及び市職員にタブレットを貸

与し、環境の整備を行うものであります。 

 ２款総務費１項９目企業立地対策費のエネルギー

構造高度化・転換理解促進事業994万9,000円の計上

は、いちき串木野電力を地域のハブとして、一般住

宅の太陽光発電の固定価格買取り期間が終了した後

の卒ＦＩＴ電源を活用したエネルギーの地産地消の

拡大を図るほか、エネルギー構造の高度化に向けた

周知と理解促進を図るものであります。 

 説明によりますと、市内の電力事業の将来推計や
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各家庭の卒ＦＩＴ電源量を調査し、今後のいちき串

木野電力での買取り量や販売戦略を検討していくと

のことであります。 

 同じく、９目の西薩中核工業団地用地費8,800万

円の計上は、工業用地１万3,336.49平方メートルに

係る土地開発基金からの買戻しであります。 

 説明によりますと、この土地は、事業用定期借地

として、本年５月１日からヒガシマル株式会社に貸

与しているとのことであります。 

 同じく10目共生協働推進費のコミュニティ事業助

成金500万円の計上は、一般財団法人自治総合セン

ターによる宝くじの社会貢献広報事業を活用したも

ので、地域の活性化を図り、住民福祉の向上に資す

るため、コミュニティ活動に必要な備品等の購入に

対して助成するものであります。 

 説明によりますと、照島地区まちづくり協議会に

おける夏祭り用備品等及び本浦地区まちづくり協議

会における机、椅子の購入に対し、それぞれ250万

円の助成を行うとのことであります。 

 同じく４項１目選挙管理委員会費の選挙事務環境

整備事業233万6,000円の計上は、投票所における新

型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、記載台

や投票用紙交付機を整備し、密集軽減のための安全、

安心な環境整備を行うものであります。 

 ３款民生費２項２目児童運営費の子育て世帯生活

支援特別給付金給付事業（その他の世帯分）2,491

万4,000円の追加は、新型コロナウイルス感染症に

よる影響が長期化する中で、ひとり親世帯以外の低

所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活

の支援を行う観点から給付金を支給するもので、支

給額は児童１人当たり一律で５万円、対象児童数は

443名を見込んでいるとのことであります。 

 審査の中で、市民への周知方法について質したと

ころ、７月５日号の広報やホームページに掲載する

ほか、学校にもお願いしながら周知を図るとの答弁

であります。 

 ９款消防費１項１目常備消防費の救急活動時等に

おける新型コロナウイルス感染拡大防止事業424万

2,000円の計上は、救急活動時における感染防止を

図るため、必要となる資器材を整備するものであり

ます。 

 本案中、委員会付託分は全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、請願第１号地方財政の充実・強化を求める

意見書の提出を求める請願についてであります。 

 本件は、いちき串木野市別府3672、上迫田守氏か

ら提出されたものであります。 

 請願の趣旨は、地方自治体では、新型コロナウイ

ルス感染拡大への迅速な対応のほか、少子高齢化の

進展や大規模災害、デジタル化への対応も求められ

ている。こうした地方の財源対応について、政府は

これまで2018年度の地方財政計画の水準を確保して

きたが、新型コロナウイルスへの巨額の財政出動が

行われる中で、2022年度以降の地方財政が十分に確

保できるのか大きな不安があることから、2022年度

の政府予算と地方財政の検討に当たっては、コロナ

禍による新たな行政需要なども把握しながら、歳入

歳出を的確に見積り、地方財政の確立を目指すよう

求めるものであります。 

 本件は全会一致で採択すべきものと決しました。 

 以上で総務厚生委員会に付託されました案件につ

いて、審査の経過の概要と結果についての報告を終

わります。 

○議長（下迫田良信君） これから総務厚生委員長

の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論・採決に入りますが、予算議案第２

号につきましては、２常任委員長の報告に対する質

疑を終結するまで保留いたしますので、御了承願い

ます。 

 まず、議案第38号いちき串木野市印鑑条例の一部

を改正する条例の制定について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異
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議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第39号行政手続における押印見直しに

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、

討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第40号行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第41号いちき串木野市税条例等の一部

を改正する条例の制定について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第42号いちき串木野市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定について、討論はあ

りませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第43号いちき串木野市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について、

討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第44号いちき串木野市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第45号いちき串木野市保育所条例を廃
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止する条例の制定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第46号財産の無償譲渡について、討論

はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、請願第１号地方財政の充実・強化を求める

意見書の提出を求める請願について、討論はありま

せんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は採択であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は採択されました。 

 次に、産業教育委員長の報告を求めます。 

   ［産業教育委員長田中和矢君登壇］ 

○産業教育委員長（田中和矢君） 私ども産業教育

委員会に付託されました案件は、予算議案１件であ

ります。 

 去る６月17日に委員会を開催し、審査が終了いた

しましたので、その審査経過の概要と結果について

御報告申し上げます。 

 予算議案第２号令和３年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第２号）中、委員会付託分についてで

あります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 14款国庫支出金294万3,000円の追加は、学校保健

特別対策事業費であります。 

 次に、歳出の主なるものについて申し上げます。 

 ７款商工費の観光費は、ときめき修楽旅行ｉｎい

ちき串木野事業160万円の計上であります。 

 説明によりますと、コロナ禍より県内における修

学旅行需要が高まる中、本市への誘客を目的に、市

内での食事や、体験プログラムを活用した体験活動、

市内宿泊施設への宿泊を伴う修学旅行等に対し、費

用の一部を助成するとのことであります。 

 審査の中で、どの程度の学校数を見込んでいるの

か、また、どのように広報、ＰＲしていく考えかと

質したところ、１クラス35名で想定し、食事と体験

活動が30クラス分ずつ、宿泊は５クラス分を考えて

いる。旅行業者と各学校にチラシを配布してＰＲに

努めたいとのことであります。 

 また、食事と宿泊に対応可能な施設と体験プログ

ラムの内容について質したところ、現在想定してい

るところは、食事がまぐろの館と海鮮まぐろ家、宿

泊がホテルアクシアくしきの、体験プログラムが寿

工業の造船見学や亀崎染工のミニ大漁旗の色付け体

験、日本遺産の麓巡りなどを考えているとのことで

あります。 

 10款教育費の図書館費は、図書除菌機整備事業

133万1,000円の計上であります。 

 説明によりますと、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止を図るため、自動で本の除菌を行う機器を

設置し、安心して図書を利用できるよう環境整備を

行うとのことであります。 

 審査の中で、図書館本館に図書除菌機を１台導入

するとのことだが、どういった運用を考えているの

かと質したところ、基本的には、書籍の返却時に使

用することとしている。また、カウンター近くに設

置して、書籍を借りていく利用者も自由に使ってい

ただけるような運用も考えている。約11万5,000冊
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ほどの蔵書があることから、よく利用されるコーナ

ーを中心に、蔵書点検時などに消毒等を行っていき

たいとの答弁であります。 

 そのほか、委員の中から、非常に高額だが、市民

サービスの一つだと思うので、ぜひ増設してほしい

との意見が述べられたのであります。 

 同じく、教育費の学校保健体育費は、感染症対策

等の学校教育活動継続支援事業588万6,000円の計上

であります。 

 説明によりますと、公立小・中学校13校における

普通教室、職員室、図書室、保健室の換気を促すた

め、空気中の二酸化炭素の含有率を計測する二酸化

炭素濃度測定器を各部屋に設置するほか、消毒液や

マスク等の整備充実を図るとのことであります。 

 本案は、付託分について、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 以上で産業教育委員会に付託されました案件につ

いて、審査経過の概要と結果についての報告を終わ

ります。 

○議長（下迫田良信君） これから、産業教育委員

長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 これから、保留いたしておりました予算議案第２

号について討論・採決に入ります。 

 予算議案第２号令和３年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第２号）について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決い

たします。 

 本案に対する２常任委員長の報告はいずれも可決

であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。議員全員協議会を開

きますので、議員の方は議員控室にお集まりくださ

い。 

休憩 午前10時37分 

───────── 

再開 午前10時48分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま総務厚生委員長から意見書案第１号地方

財政の充実・強化を求める意見書の提出についてが

提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、追加日程第１とし

て議題としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号地方財政の充実・強

化を求める意見書の提出についてを日程に追加し、

議題とすることに決定しました。 

────────────── 

   △追加日程第１ 意見書案第１号 

○議長（下迫田良信君） 追加日程第１、意見書案

第１号地方財政の充実・強化を求める意見書につい

てを議題とします。 

 総務厚生委員長の趣旨説明を求めます。 

   ［総務厚生委員長福田清宏君登壇］ 

○総務厚生委員長（福田清宏君） ただいま議題と

されました意見書案第１号地方財政の充実・強化を

求める意見書の提出について、趣旨説明を申し上げ

ます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、地方自治

体では、ワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、

「新しい生活様式」への変化など、迅速な対応が求

められています。 

 また、少子高齢化の進展とともに、従来からの行

政サービスへの需要も高まるほか、近年多発してい

る大規模災害やデジタル化への対応も迫られつつあ

ります。 

 こうした地方への財源対応について、政府はこれ

まで、2018年度の地方財政計画の水準を確保してき



 
- 98 - 

たが、新型コロナウイルスへの巨額な財政出動が行

われる中、2022年度以降の地方財政が十分に確保で

きるのか、大きな不安が残されています。 

 このため、2022年度の政府予算と地方財政の検討

に当たっては、コロナ禍による新たな行政需要など

も確保しながら、歳入歳出を的確に見積り、地方財

政の確立を目指すことが重要な課題であります。 

 このようなことから、政府関係機関に対し、次の

事項を求める意見書を提出しようとするものであり

ます。 

 １、社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、

デジタル化対策など、増大する地方自治体の財政需

要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源の確

保を図ること。 

 ２、新型コロナウイルス対策として、ワクチン接

種体制の構築や感染症対応業務を含めた保健所の体

制・機能の強化、その他の新型コロナウイルス対策

事業、さらには、地域経済の活性化まで踏まえた十

分な財源措置を図ること。 

 ３、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防

止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニ

ーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることか

ら、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の

拡充を図ること。また、人材を確保するための自治

体の取組を支える財源措置を講じること。 

 ４、自治体情報システムの標準化については、自

治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や

一定のカスタマイズを可能とするなど、より柔軟に

対応すること。また、地方経済を活性化させるため

にも、自治体情報システムの標準化による大手企業

の寡占を防止し、地域での人材育成を図るなど、地

域デジタル社会推進費の有効活用も含めて対応する

こと。 

 ５、「まち・ひと・しごと創生事業費」として確

保されている１兆円について、引き続き同規模の財

政確保を図ること。 

 ６、2020年度から始まった会計年度任用職員制度

について、今後も当該職員の処遇改善が求められる

ことから、引き続き所要額の調査を行うなどして、

さらなる財政需要を十分に満たすこと。また、処遇

改善額が明確となるよう配慮すること。 

 ７、森林環境譲与税の譲与基準については、より

林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう

見直すこと。 

 ８、地域間の財源偏在性の是正に向けては、偏在

性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税

への税源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。

また、コロナ禍において、固定資産税の軽減措置等

が行われることはやむを得ないものの、各種税制の

廃止、減税を検討する際には、地方６団体を通じて、

自治体の意見や財政に与える影響を十分検証した上

で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生

じることがないよう対応を図ること。 

 ９、地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の

強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応

や、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など、

対策を講じること。 

 10、地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き

続き、臨時財政対策債に頼らない地方財政の確立に

取り組むこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提案いたし

ます。 

 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣

旨説明とさせていただきます。 

○議長（下迫田良信君） これから質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論・採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案は原案のとおり可決することに御異議ありま

せんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △日程第12 予算議案第３号 
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○議長（下迫田良信君） 次に、日程第12、予算議

案第３号についてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 本日新たに提案いたしまし

た議案につきまして、提案理由の説明を申し上げま

す。 

 予算議案第３号令和３年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第３号）について説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の

影響の長期化に伴い、国において、感染拡大の影響

を受けて生活に困窮する世帯向けの新たな支援策と

して創設された事業の実施に伴うもので、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ114万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を165億4,173万5,000円とする

ものであります。 

 補正の内容は、歳出において、３款民生費で新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事

業費の計上であります。これに伴う歳入は、14款国

庫支出金で新型コロナウイルス感染症セーフティネ

ット強化交付金の計上であります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、

議決してくださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（下迫田良信君） これより質疑に入ります。 

 予算議案第３号令和３年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第３号）について、質疑はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認め、これで

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっている予算議案第３号につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、予算議案第３号については、委員会

への付託は省略することに決定しました。 

 これから討論・採決に入ります。 

 予算議案第３号令和３年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第３号）について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 討論なしと認め、採決し

ます。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 御異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △日程第13 議案第48号 

○議長（下迫田良信君） 次に、日程第13、議案第

48号についてを議題とします。 

 原口政敏議員の趣旨説明を求めます。 

   ［13番原口政敏君登壇］ 

○13番（原口政敏君） ただいま議題とされました

議案第48号いちき串木野市議会議員定数条例の一部

を改正する条例の制定について、趣旨説明を申し上

げます。 

 本市議会におきましては、平成29年11月の改選以

降、議員定数を16名とし、議会活動及び議員活動を

行っております。 

 合併から15年が経過、近年、様々な課題がある中、

本市では特に人口減少、少子高齢化が大きな課題と

なっております。 

 また、市の人口も令和３年５月現在で２万7,006

人となってございます。この４年間で1,570人も減

少している状況であるわけでございます。 

 また、本市の財政に目を向けますと、市債残高が

200億円を超え、非常に厳しい財政運営となってい

るのも事実でございます。 

 このような中、市民からは議員定数削減の声も

日々大きな声となっております。 

 また、隣接の日置市議会におきましては、本年５

月、議員定数を２人削減した上で選挙を行っており

ます。 

 日置市の人口は４万7,000人、定数が20名で、本

市よりはるかに多いということが明らかな事実でご
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ざいます。 

 この厳しさを増す本市の財政状況を勘案し、議員

自ら勇気を持って、さらなる定数削減を実行するこ

とが、市民の負託に応えるあるべき議会の姿である

と私は考えております。 

 現在の16人の議員を２人削減いたしましても、市

民の声は十分反映することはできると私は確信をい

たしております。 

 また、議会運営、委員会運営についても、適切に

行われると私は考えるわけでございます。 

 よって、条例に定める議員定数16名を14名に改め、

次期一般選挙から適用しようとするものであります。 

 市民の多くが期待をいたしております。 

 以上で趣旨説明を終わりますが、よろしく御審議

を賜り、御賛同をいただきますことを心からお願い

を申し上げます。 

○議長（下迫田良信君） これより質疑に入ります。 

 議案第48号いちき串木野市議会議員定数条例の一

部を改正する条例の制定について、質疑はありませ

んか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認め、これで

質疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっている議案第48号については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第48号については、委員会への

付託を省略することに決定しました。 

 これから討論・採決に入ります。 

 議案第48号いちき串木野市議会議員定数条例の一

部を改正する条例の制定について、東育代議員の発

言を許します。 

   ［10番東 育代君登壇］ 

○10番（東 育代君） 皆様、おはようございます。 

 私は本日提案された議案第48号に対し、反対の立

場で討論いたします。 

 いちき串木野市議会では、令和２年３月、議会改

革推進特別委員会を設置し、様々な項目について議

論を進めており、その中で議員定数はいかにあるべ

きかについても慎重に議論を重ね、調査・研究を行

ってまいりました。 

 多くの資料を収集し研究する中で、県内及び九州

管内、全国の類似市と本市を比較したところ、現在

の本市の議員定数16人は平均値以下であり、適正で

あることを確認いたしております。 

 また、特別委員会では、これまで多くの意見が出

されており、一つに合併以降、22人から16人へと６

人の定数削減を行っており、これ以上議員定数を少

なくすると、市民の声を酌み取ることができないこ

と。二つ、定数を確保し、執行部側と対等の立場で

意見を言うべきであること。三つ、議会活性化や市

民の議会参画を考えれば、市民が納得できて議論が

できる定数を確保すべきことなどの意見が出されて

おり、併せて調査に基づく検討・協議を経て、現在

の議員定数16人について適正であると結論づけまし

た。 

 なお、このことは令和２年９月の市議会定例会に

て既に報告を済ませており、御承知のとおりでござ

います。 

 私は議会改革推進特別委員会が出した結論を重視

するとともに、今後、若い人や多くの市民、さらに

は女性の方々にも議会に参画していただきたいとの

思いからすると、この議員定数の一部改正には賛成

することができません。 

 以上をもって反対討論といたします。 

 議員の皆様方の御賛同をお願いいたします。 

○議長（下迫田良信君） 次に、大六野一美議員の

発言を許します。 

   ［７番大六野一美君登壇］ 

○７番（大六野一美君） ただいま議題となってい

る議案第48号いちき串木野市議会議員定数条例の一

部改正案について、賛成の立場で討論をいたします。 

 人口減少に歯止めがかからない現況下、御案内の

ように、コロナの影響で市民の生活環境も大きくさ

ま変わりしております。 

 市民のためにと、市議会議員になったのであれば、
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市民の声、市民目線に最大目を向けるべきであり、

自らの圏域にも自らの刃を打ち込む勇気こそが将来

のいちき串木野市の継続につながるはずです。 

 現在１人欠員で議会運営がなされており、欠員に

なった人には大変失礼ながら、何の不都合も感じま

せん。 

 財政状況も決してよくないこと等を考慮し、定数

14名にすべきとの意を伝え、賛成討論といたします。 

○議長（下迫田良信君） 次に、竹之内勉議員の発

言を許します。 

   ［12番竹之内 勉君登壇］ 

○12番（竹之内 勉君） 私は議案第48号に対して

反対の立場で討論いたします。 

 私たちいちき串木野市議会は、合併前の38議席を、

合併に伴い、22の議席でスタートいたしました。 

 以来、22人から18人、18人から16人と定数を削減

し、その都度、議員定数調査特別委員会を設置し、

市民の皆様の御意見や県内の状況、類似団体の状況、

または定数削減に際しての議会の在り方や議員とし

ての心構え、資質の向上のための議論を尽くし、議

員全員で議論を導いてまいりました。 

 今期も議会改革推進特別委員会で議論を重ね、昨

年９月定例会で、議員定数について16人の定数が適

正との結論が本会議で報告され、市民には議会だよ

りで周知がなされました。 

 以来、議員研修会、各常任委員会、議会運営委員

会等で議員定数について議論すべき議題となったこ

とはなく、本日突然に、しかも即決の提案がなされ

たことに真意をはかりかねる部分もあります。 

 財政面は確かに厳しい部分もありますが、市民の

意見を広く吸い上げるには定数は多いほうがいい。

財政と民意の反映、これは定数議論についての永遠

のテーマであります。だからこそ、議員全員の熟議

を議会改革推進特別委員会で協議した結果でありま

す。 

 そのような立場から、私は今回の議員定数の一部

改正には賛成することはできません。 

 議員各位におかれましては、この時期、市民の皆

様と接する機会が多いと思います。それぞれの思い

で御判断いただきますよう、付け加えて反対討論と

いたします。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

 ほかに討論なしと認め、起立採決をいたします。 

 本案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（下迫田良信君） 起立少数であります。 

 したがって、本案は否決されました。 

────────────── 

   △日程第14 閉会中の継続審査について 

○議長（下迫田良信君） 次に、日程第14、閉会中

の継続審査についてを議題といたします。 

 お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続

審査の申出があります。 

 お諮りします。 

 申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、申出のとおり、閉会中の継続審査に

付することに決定しました。 

────────────── 

   △日程第15 閉会中の継続調査について 

○議長（下迫田良信君） 次に、日程第15、閉会中

の継続調査についてを議題とします。 

 お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続

調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに

御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、申出のとおり、閉会中の継続調査に

付することに決定しました。 

────────────── 

   △日程第16 議員派遣について 

○議長（下迫田良信君） 次に、日程第16、議員派

遣についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 お手元に配付したとおり、議員派遣することに御

異議ありませんか。 
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   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

────────────── 

   △市長挨拶 

○議長（下迫田良信君） この際、市長から発言の

申出がありますので、これを許可します。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 提案いたしました全ての議

案につきまして、慎重に御審議の上、承認及び議決

していただき、誠にありがとうございました。 

 執行に当たりましては、議決の趣旨、御意見等を

尊重して、対処してまいる所存であります。 

 皆様方の御指導をよろしくお願いを申し上げまし

て、挨拶といたします。 

────────────── 

   △閉  会 

○議長（下迫田良信君） これで令和３年第２回い

ちき串木野市議会定例会を閉会いたします。 

         閉会 午前11時17分 
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地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、地方自治体ではワクチン接種体制の構築、防疫体制の強化、「新

しい生活様式」への変化を余儀なくされた問題など、迅速な対応が求められています。 

 また同時に、少子・高齢化の進展とともに、従来からの行政サービスに対する需要もこれまで以上に高ま

りつつあります。加えて、近年多発している大規模災害やデジタル化への対応も迫られつつあります。 

 こうした地方への財源対応について、政府はこれまで2018年度の地方財政計画の水準を確保してきました

が、新型コロナウイルスへの巨額な財政出動が行われるなか、2022年度以降の地方財政が十分確保できるの

か、大きな不安が残されています。 

 このため、2022年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍による新たな行政需要なども把

握しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立を目指すよう、下記事項につき、地方自治法第

99条に基づき国に対して意見書を提出いたします。 

 

記 

 

１．社会保障、防災、環境、地域交通、人口減少、デジタル化対策など、増大する地方自治体の財政需要を

的確に把握し、これに見合う地方一般財源の確保を図ること。 

 

２．新型コロナウイルス対策として、ワクチン接種体制の構築や感染症対応業務を含めた保健所の体制・機

能の強化、その他の新型コロナウイルス対策事業、さらには地域経済の活性化まで踏まえた、十分な財源

措置を図ること。 

 

３．子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する社会保障ニーズが

自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図

ること。また、人材を確保するための自治体の取組を支える財源措置を講じること。 

 

４．自治体情報システムの標準化については、自治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定の

カスタマイズを可能とするなど、より柔軟に対応すること。また、地方経済を活性化させるためにも、自

治体情報システムの標準化による大手企業の寡占を防止し、地域での人材育成を図るなど、地域デジタル

社会推進費の有効活用も含めて対応すること。 

 

５．「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源確保

を図ること。 

 

６．2020年度から始まった会計年度任用職員制度について、今後も当該職員の処遇改善が求められることか

ら、引き続き所要額の調査を行うなどして、さらなる財政需要を十分に満たすこと。また、処遇改善額が

明確となるよう配慮すること。 

 

７．森林環境譲与税の譲与基準については、より林業需要の高い自治体への譲与額を増大させるよう見直す

こと。 



 
- 104 - 

 

８．地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税

源移譲を行うなど、抜本的な改善を行うこと。また、コロナ禍において固定資産税の軽減措置等が行われ

たことはやむを得ないものの、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方６団体を通じて、自治体の

意見や財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることが

ないよう対応を図ること。 

 

９．地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応や小規

模自治体に配慮した段階補正の強化など、対策を講じること。 

 

10．地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼らない地方財政の確立に取り組

むこと。 
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閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、審査中の事件について、次により閉会中もなお継続審査すべきものと決定したので、会議規

則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

 １、件  名 陳情第１号 加齢による難聴者の補聴器購入に対する補助制度の創設等を求める陳情 

        陳情第２号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める陳情 

        陳情第５号 国民健康保険税の引き下げを求める陳情 

 ２、理  由 さらに十分審査のため 

 

  令和３年６月25日 

総務厚生委員会 

委員長 福 田 清 宏 

いちき串木野市議会 

議長 下迫田 良 信 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規

則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

   事  件  １．人口減少対策について 

         ２．企業誘致について 

         ３．エネルギー問題と防災対策（原発を含む）について 

         ４．行財政改革について 

         ５．生活環境について 

         ６．住民福祉について 

         ７．健康増進について 

 

  令和３年６月25日 

総務厚生委員会 

委員長 福 田 清 宏 

いちき串木野市議会 

議長 下迫田 良 信 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規

則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

   事  件  １．農林水産業の振興について 

         ２．商工・交通運輸について 

         ３．食のまちづくり・観光振興について 

         ４．社会基盤の整備について 

         ５．教育問題について 

         ６．スポーツ・文化の振興について 

 

  令和３年６月25日 

産業教育委員会 

委員長 田 中 和 矢 

いちき串木野市議会 

議長 下迫田 良 信 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

議員派遣について 

 

 地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

 

記 

 １．議員研修会 

  （１）派遣目的  議員の政策形成等の能力向上に資するため 

  （２）派遣場所  市内（いちき串木野市役所串木野庁舎） 

  （３）派遣期間  令和３年７月15日 

  （４）派遣議員  全議員 

 

 ２．議会広報研修会 

  （１）派遣目的  議会広報作成の能力向上及び充実に資するため 

  （２）派遣場所  鹿児島市内（ホテルウェルビューかごしま） 

  （３）派遣期間  令和３年８月26日 

  （４）派遣議員  議会広報特別委員 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する 

 

 

       いちき串木野市議会議長 

 

       いちき串木野市議会議員 

 

       いちき串木野市議会議員 

 


